
看護科学学位プログラム（博士前期課程）
Master's Program in Nursing Science

看護学研究法、看護コミュニケーション論、
看護コンサルテーション論、実習科目、専門
看護師や助産師養成科目の（履修生にお
いては、その） 特論や演習、病院や地域等
の臨地における実践実績、学会発表、ポス
ター発表、達成度自己点検
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・専門科目の基礎となり、医療技術の進歩と疾病構造の変化による多様な医療ニーズに応えられる幅広い知識を

持った豊かな人間性と科学的思考を促進する科目を専門基礎科目として設定する。

・学生の専攻分野を軸として、関連する分野の基礎的素養や広い視野、汎用的知識・能力の涵養に資するよう、

大学院共通科目、研究群共通科目、学術院共通専門基盤科目の履修を推奨する。

・大学院共通科目のうち「研究倫理」 （1単位）を必修とする。

・専門科目は、国際保健・地域看護学と臨床実践看護学のうち、いずれかの研究グループに所属して修士論文に

かかる研究に取り組む。

・修了後の進路に対応した以下の養成課程を設定する。①博士後期課程への進学に向けて研究基礎力を育成す

る研究基礎課程、②専門看護師（家族支援、がん看護、精神看護、慢性疾患看護）としての臨床実践能力を育

成する専門看護師養成課程、③研究基礎力と高度な実践能力を持つ助産師を育成する助産師養成課程。

［研究基礎課程］

・専門基礎科目「看護科学論」 「看護学研究法」、専門科目、専門科目（共通）である実習と「看護科学特別研究」

により、科学的根拠に基づいて看護を探究する能力を身につける。

・専門基礎科目「看護学研究法」 「保健統計学」、専門科目、専門科目（共通）である実習と「看護科学特別研究」

等により、看護科学の基礎になる専門知識と技術をもって看護を研究・教育する能力を身につける。
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・専門基礎科目「看護科学論」、大学院共通科目、他の専門分野に関する専門科目、専門科目（共通） 「看護科学特

別研究」により、看護を学際的な視点から科学的に分析する能力を身につける。

・eAPRIN、臨床研究における倫理講習、専門科目、専門科目（共通）である「看護科学特別研究」等により、豊かな

感性と確かな倫理観に基づく看護科学の研究能力を身につける。

・専門基礎科目「国際看護学」の受講や学術協定校講師による特別講義等により、国際的な看護研究を志向する能

力を身につける。また、専門基礎科目「看護学研究法」、各自の専門分野の専門科目における先行研究のクリティ

ーク、専門科目（共通） 「看護科学特別研究」等により、国際水準の看護研究の成果を自らの研究に活かす能力を

身につける。

［専門看護師養成課程］

・専門基礎科目「看護科学論」「看護学研究法」、専門科目、専門科目（共通）である実習と「看護科学特別研究」により、

科学的根拠に基づいて看護を探究し、実践に役立てる能力を身につける。

・専門基礎科目「フィジカルアセスメント」 「病態生理学」 「臨床薬理学」、専門科目と実習（専門看護師の資格取得に

必要な38単位の指定科目を含む）、専門科目（共通）である実習と「看護科学特別研究」等により、高度な知識を

看護実践に活用し社会に役立てる能力と、臨床上の課題の解決に向けて広い視野を持って的確に対応する能力

を身につける。

・専門基礎科目「看護教育論」 「看護コンサルテーション論」等により、専門知識を分かりやすく伝え、教育する能力を

身につけるとともに、医療チームの一員として多職種と協働し積極的に目標達成に寄与する能力を養う。

・eAPRINの受講、専門基礎科目「看護倫理学」、専門科目、専門科目（共通）である実習と「看護科学特別研究」等

により、豊かな感性と確かな倫理観に基づいた高度な看護実践をおこなう能力を身につける。

・専門基礎科目「看護科学論」、大学院共通科目、他の専門分野に関する専門科目、専門科目（共通） 「看護科学特

別研究」により、看護を学際的な視点から科学的に分析する能力を身につける。

・学術協定校講師による特別講義の受講や研究グループが開く留学生を交えたゼミナールへの参加、実習により、国

際的視野に立ち高度な看護実践を志向する能力を身につける。また、専門基礎科目「看護学研究法」、実習、研

究グループ単位でおこなわれる国際学術誌の抄読、専門科目（共通）である「看護科学特別研究」等により、国際

水準の看護研究の成果を高度な看護実践に活かす能力を身につける。

［助産師養成課程］

・専門基礎科目「看護科学論」 「看護学研究法」、 「助産学実習Ⅰ・Ⅱ」、専門科目、専門科目（共通）である実習と「看

護科学特別研究」により、科学的根拠に基づいて助産学を探究する能力を身につける。

・助産師国家資格の取得に必要な31単位のほか、専門基礎科目「看護学研究法」 「保健統計学」 「看護教育学」、専

門科目、専門科目（共通）である実習と「看護科学特別研究」により、看護科学の基礎に助産学の専門性を融合さ

せて、助産実践力と研究能力を身につける。

・専門基礎科目「看護科学論」、大学院共通科目、専門科目（共通） 「看護科学特別研究」により、助産を学際的な視

点から科学的に分析する能力を身につける。

・eAPRIN、臨床研究における倫理講習、助産師国家資格の取得に必要な専門基礎科目「生殖生命倫理学」、専門

科目、専門科目（共通）である実習と「看護科学特別研究」等により、助産師としての豊かな感性と確かな倫理観に

基づく助産の実践能力を身につける。

・助産師課程の指定科目である専門基礎科目「国際看護学」、学術協定校講師による特別講義等により、国際的な助

産実践を志向する能力を身につける。また、専門基礎科目「看護学研究法」、助産師の国家資格取得に必要な「助

産学実習Ⅰ・Ⅱ」、専門科目における先行研究のクリティーク、専門科目（共通）である「看護科学特別研究」等により、

国際水準の助産研究の成果を助産実践に活かす能力を身につける。

・修了のために履修すべき専門基礎科目は、 「看護科学論」 （2単位）を含む7単位以上（大学院共通科目、他専攻

の開設科目を含めてよい）とする。

・修了のために履修すべき専門科目は、各自の専門分野の「特論」 （2単位）と「演習」 （2単位）を含む8単位以上と

する。

・修了のために履修すべき専門科目（共通）は、 「看護科学特別研究」 （4単位）のほか、 「インターンシップ」 （2単位）

と「看護科学特別実習」 （2単位）のいずれかを含む6単位とする。

・修了に必要な単位数は30単位以上とする。ただし、国家資格等の資格試験要件を満たしたい場合は、専門看護師

では受験要件となる38単位を含む44単位以上、助産師では国家資格の受験要件となる31単位を含む61単位以上

とする。

・各研究グループで修士論文または特定の課題についての研究の成果を作成するための研究指導を行う科目として
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・授業科目の成績評価は各科目担当者がシラバスの評価基準にそって評点する。

・達成度評価は、単位修得状況や課外活動に対応させたコンピテンスを設定し、学位プログラムで定めた基準に照らし

て1年に1回評価する。

・実践能力を育成する実習科目については、実習要項に実習目的とその評価基準を明示し、各科目担当者が評価基

準にそって評点し、科目責任者が最終的な達成度評価を成績として報告する。

・修士論文あるいは特定の課題研究についての成果の評価方法は以下の通りである。

- 2年次春学期に、教員1名による研究計画書について公開の発表会における口頭試問をとおして各学生の研究進

捗度を評価する。評価を行う教員は、指導教員とは専門研究領域が異なる看護科学学位プログラムの教員とする。

研究計画審査の評価は、①研究背景を系統的に示すことができているか、②研究目的を明確にできているか、③研

究の意義を適切に明示することができているか、④研究目的に合った研究方法を選択できているか、⑤研究計画は

倫理的に配慮がなされたものか、の5つの観点から行う。

- 2年以上の在学と修了に必要な単位以上の修得が見込まれる者について、学位論文の審査及び最終試験を行う。

主査および2名以上の副査からなる審査委員会を構成し、公開の発表会とその後の口頭試問をとおして各学生の研

究の完成度を審査する。審査を行う教員は、指導教員とは専門研究領域が異なる看護科学学位プログラムの教員と

する。学位論文の評価は、①研究の内容が看護科学に寄与するものであること、②研究の意義、目的を明確に設定

し、適切な方法を用いて研究していること、③先行研究が十分検討されていること、④研究全体に大きな矛盾がなく、

適切な形式や表記で論文が記述されていること、⑤研究の実施、もしくは結果の公開において倫理的な問題がない

こと、の5つの観点から行う。

- 専門看護師養成課程と助産師養成課程の学生については、いずれも特定の課題についての研究の成果の審査お

よび最終試験の合格をもって修士論文の審査および最終試験の合格に代えることができる。審査方法は修士論文の

審査に準じる。特定の課題についての研究の成果の評価は、①特定課題研究の内容が高度な看護実践に寄与す

るものであること、②看護実践上の意義、目的を明確に設定し、適切な方法を用いて研究していること、③先行研究

および実践への適用について、十分に検討されていること、④研究全体に大きな矛盾がなく、適切な形式や表記で

論文が記述されていること、⑤研究の実施、もしくは結果の公開において倫理的な問題がないこと、の5つの観点か

ら行う。

「看護科学特別研究」を必修とする。専門看護師養成課程および助産師養成課程に対応した進路を目指す学生は、

修士論文の代わりに特定の課題についての研究の成果について審査を受けることができる。特定の課題についての

研究の成果は、高度な看護実践をおこなう能力の習得を証明するものである必要がある。

・１年次の４月に、各学生の専門研究領域の指導教員と副指導教員（2名まで）を決定し、学生が論文指導を受けられ

る体制を整える。2年次の4月に、他の専門研究領域の教員1名を審査委員として研究計画書の審査を行い、必要

な示唆を与える。人を対象とする研究課題については、研究の開始までに、該当する倫理審査委員会から計画書の

承認を得たうえで実施する。

・2年次の12月に修士論文または特定の課題についての研究の成果の発表会を行い、審査委員会による論文の予備

審査を経て、翌1月に行う論文の審査と最終試験によって合否を判定する。

・修了のために学術院共通専門基盤科目（2020年度新設の選択必修科目）を1単位必修とする。
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